
平成２７年１０月１６日 

内閣 官 房副 長 官補 （ 事態 対 処 ・危 機 管理 担 当） 付 

 

国民保護に係る訓練の実施について 
 

平成２７年度に国と静岡県が共同して実施する国民保護図上訓練の概要につ

きましては、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

１ 実施日時 

  平成２７年１０月２３日（金）１３：３０～１６：３０ 

 

２ 訓練実施場所 

静岡県庁、静岡市役所 

 

３ 想定 

  静岡市内の大規模集客施設が爆破され、多数の死傷者が発生する。その後、

犯行グループが市内の事業所に爆発物等を所持し人質をとって立てこもる。 

 

４ 主な訓練項目 

(1) 事態認定前の対処訓練 

(2) 緊急対処事態対策本部の設置運営訓練 

(3) 情報伝達訓練 

 

５ 参加機関 

  内閣官房、消防庁、陸上自衛隊、自衛隊静岡地方協力本部、静岡県、静岡県

警察、静岡市、静岡市消防局、県立総合病院ＤＭＡＴ、日本赤十字社静岡県支

部、静岡県バス協会、東海旅客鉄道株式会社静岡支社、中部電力株式会社静岡

支店、静岡ガス株式会社、県内市町村及び消防本部（※情報伝達訓練に参加） 

 

【問い合わせ先】 

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付  佐 藤 

          電話 ０３－３５８１－３４６４  


